
ない

ある

（第８条）

買取り協議の通知
のあった日から３週
間経過後又は協議
が整わないことが明
らとなった時以後

協議が整った場合 協議が整わなかった場合

土地所有者

当該地方公共団
体等へ譲渡

第三者へ譲渡 第三者へ譲渡

協議

郡山市長が買取り
の協議を行う地方
公共団体等を決定

買取りの協議を行
う地方公共団体等

土地所有者

郡山市長から通知
（市受理日から３週
間以内）

郡山市長から通知
第６条第３項（市受
理日から３週間以
内）

郡山市長から通知
第６条第１項（市受
理日から３週間以
内）

公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買い事務の流れ

土地所有者

郡山市長

土地の譲渡の届出（第４条）
土地の買取り希望の申出（第５条）

郡山市長から地方公共団体等へ
買取り希望の有無につい照会

買取りを希望する地方公共団体等が
あるか

郡山市長が買取り
の協議を行う地方
公共団体等を決定

協議

第三者へ譲渡

買取りの協議を行う
地方公共団体等

当該地方公共団体
等へ譲渡

土地所有者

土地所有者 土地所有者

郡山市長

郡山市長から地方公共団体等へ買
取り希望の有無について照会

第三者へ譲渡

買取りを希望する地方公共団体等が
あるか


